
「共生社会」の実現へ
12月3日～9日は障害者週間

　市では、障害のある人もない人も互いに認め合い、共に生きる社会（共生社会）の実現を
目指しています。
　今年の４月に「改正障害者差別解消法」が施行され、行政機関だけでなく民間事業者も障
害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となりました。「合理的配慮の提供」にあたっ
ては、障害のある人と事業者・行政機関などが対話を重ね、共に解決策を検討していく「建
設的対話」が重要です。

点字のおしながき
を作成

筆談ボード
の購入

折り畳み式
スロープの購入

手すりの
取り付け

簡易スロープ
の取り付け

点字ブロック
の設置

　市では、障害のある人の利用に配慮する目的で、物品を購入する、
または改修工事を施工する経費に対し、補助金を交付しています。

補助額▶・意思疎通支援用具の作成・物品の購入（ 限度額５万円）
　　　　・改修工事の施工（限度額20万円）
対　象▶・ 市内で、小売業、サービス業、医療機関などの不特定多数

の利用が見込まれる事業を行っている人（特定の利用者の
ための施設などは原則対象外）

　　　　・ボランティア活動をする自治会など
補助対象例▶

申込み▶事前に交付対象か、障害福祉課で確認後、必要書類を提出してください。
　　　　※本事業を実施した事業者は、市のホームページで公表します。

補助金の交付対象とな
るか、事前に障害福祉
課に確認してください

詳しくは 詩障害福祉課
　　　　　☎788－4936

「合理的配慮支援事業補助金」あります�桶川市独自

建設的対話社会的バリアを
取り除くための申し出

事業者や行政機関など
に、障害のある人から、
社会の中にあるバリア
を取り除くために何ら
かの対応が求められた
ときに、負担が重すぎ
ない範囲で対応を行う
こと。

合
理的配慮

合
理的配慮とはとは～できなくて

困っています
～だと
助かります

～なら
お手伝い
できます

～することで
どうでしょう
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　市内のお店や施設で、接客担当者向けに手話体験学習会を開催しました。この取り組み
は、手話の普及啓発を目的に「聞こえる人も聞こえない人も共に居心地の良い空間」の実
現を目指したものです。
　当日は、手話をクイズ形式で学んだほか、接客シーンで使える手話会話を体験しました。

事業者向け「手話体験学習会」を実施しました�

①�右手の中指と薬指を曲
げ、カメラのシャッター
を押すように人差し指
を動かす。小指は立てる
（指文字の「イ」）。

①�人差し指で「×」を
作り、肘を開きな
がら（クリスマス
ツリーを表すように）
下ろす。

②�右手の親指と閉
じた４本指をあ
ごに当て、あご
ひげをなでるよ
うな動作を２回
する。

①�扉が閉じるように手首
を内側に曲げ、両手の
人差し指を上下に並べる。

　「一月一日」の手話。

②�４本指を揃えた左手
の甲を前に置き、右
手で「OK」を作り、左
手の手前に下ろす。

③�手のひらを上に両手
を重ね、相手の前に
出しながら、重ねた
手を２回叩く。

②�５本指を曲げた右
手を内側に半回転
させる。

更に手話に親しみたい更に手話に親しみたい
人はこちら。人はこちら。

▲市HP「手話にチャレンジ
　してみませんか？」

スターバックス�コーヒー
�桶川下日出谷店

市立図書館

手話に親しもう�協力：桶川市聴覚障害者協会

②の表現は
動画で見る
と、少し動
きが変わっ
て見えます。

②は「お金を袋
に入れる」の手
話です。
③では、少し首
をかしげるなど
可愛さを出すと、
もらえる可能性
が上がるかも!?

①は「クリ
スマス」
②は「幸せ」
を表します。

メリークリスマス

お年玉、ちょうだい

インスタ(　　)映えインスタ
グラム

手話動画
はこちら

手話動画
はこちら

手話動画
はこちら

手話言語の国際デー
（9/23）には、ブルー
ライトアップを実施
しました。

スタバを表
す手話は、
指文字の「ス」
と、スタバの
ロゴマーク
の人魚の髪
型で表現し
ます♪
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最近よく聞く

「プレコンセプション
ケア」

って何ですか？

「プレコンセプションケア」とは？
　プレコンセプションケアとは、「妊娠前からのケア」を意味しますが、若い世代が自
ら健康を管理できるようになり、生涯にわたって「質の高い生活」を送ることにつなげ
るヘルスケアの概念を指します。
　若い世代が、日々の生活や健康と向き合うことで、将来、自身が希望するライフプラン
を叶えるほか、次世代を担う子どもの健康にもつながるとして近年注目されています。

プレコンセプションケアの相談窓口

助産師による電話相談（不妊・不育症、妊娠・出産、思春
期の健康、将来の妊娠などを踏まえた日々の健康）
☎799－3613
とき▶月・金曜日　午前10時～午後３時
　　　第１～第４土曜日
　　　　　　　　　午前11時～午後３時
　　　　　　　　　午後４時～７時
　　　　　　　　　（祝日、年末年始を除く）

性や妊娠・性被害・性感染症など
様々な悩みの相談窓口

プレコンセプションケアの目的は３つ！

若い世代の健康を増進し、
 質の高い生活を

実現してもらうこと

若い世代の男女が将来、
より健康になること

健全な妊娠・出産の
チャンスを増やし、

次世代の子どもたちを
より健康にすること

詳しくは 詩健康増進課☎786－1855

▲思春期からの
健康管理「プレ
コンセプション
ケア」についてプレコンセプションケアが必要とされる主な背景

1  リスクの高い妊娠の増加
近年問題となっている女性の

「やせすぎ」や「肥満」は、心
身の不調を招くだけではなく、
切迫早産や低出生体重児※と
いったリスクのある妊娠の原
因にもなります。

2  不妊症の増加
月経不順や月経痛などの月経トラブ
ルの放置が、不妊症や子宮の病気の
原因となることがあります。
また、不妊症は「女性の問題」と思
われがちですが、不妊の原因の約半
分は男性にもあると言われています。
男女ともに健康管理をして、不妊の
リスクを減らすことが大切です。

3  性・生殖に関する知識の
　 不足
日本では正しい知識を得る機
会が限られているため、不妊
や望まない妊娠、性感染症へ
の感染につながる可能性があ
り、自分や次世代の子どもた
ちの人生に影響を及ぼしかね
ません。

※出生時の体重が2,500g未満の
　新生児のこと

「スマート保健相談室」
（こども家庭庁）

「プレコンセプションケア相談センター埼玉
ぷれたま」 （一般社団法人 埼玉県助産師会）
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３つの目的のためにできることから始めよう！プレコンセプションケア

「広報おけがわ」を
デジタルブックで配信中
スマホやタブレットで広報を読むことができます。ユニバーサルデザインですので、高齢者、障がい者、外国人など、
どなたでもご利用できます。

バック
ナンバー

・多言語翻訳機能
・音声読み上げ機能
・文字の拡大表示
・プッシュ通知機能

【
主
な
機
能
】

デジタルブック版の
広報は、専用アプリ、
またはブラウザから
も閲覧できます。

詳しくは
秘書広報課☎788－4901

無 料

FREE APP

感染症を予防しよう
昨今急増している性感染症。性
行為では、コンドームを使用す
るなど基本的な感染対策を心が
けてください。
感染症は男女にかかわらず不妊
の原因になることや、将来の子
どもの健康に影響を及ぼす場合
があります。

かかりつけ医を持とう
持病の健康管理や健康に関する
ことをなんでも相談できるかか
りつけ医、お口のトラブルを最小
限にとどめてくれるかかりつけ歯
科医、加えて女性は、かかりつ
け婦人科医を持つと安心です。

生活習慣病やがんのチェック
健康診断を受けるなど、パート
ナーと一緒に定期的に健康管理
をしましょう。

ストレスをためない
ストレスはなくすことができま
せん。自分に合った解消方法を
見つけましょう。

バランスの良い食事で
適正体重をキープ
過度なダイエットによる「やせ
すぎ」は、ホルモンバランスを
崩し、不妊の原因になると言わ
れています。一方、肥満は妊娠
糖尿病や妊娠高血圧症候群など
につながります。

生活リズムを整えよう
睡眠は心身を回復する働きがあ
ります。健康を保つため、質の
良い睡眠を目指しましょう。

葉酸をとろう
葉酸は、胎児の神経管閉鎖障がいの
発生リスクの低減が報告されています。
妊娠前から緑黄色野菜を摂り、
必要に応じてサプリメントなど
で補いましょう。

適度な運動
適度な運動を続けることは生
活習慣病の予防だけでなく、ス
トレス解消につながります。

と　き▶１月23日（木）
　　　　午前10時～正午（受付：午前９時45分から）
ところ▶保健センター３階講習室
対　象▶市内在住・在勤の女性
定　員▶30人【先着順】※託児は人数制限あり
講　師▶日本薬科大学教授　井上　裕子さん 
持ち物▶筆記用具※託児申込者はお子様に必要なお出かけセット（オムツや飲み物）
その他▶�セミナーでは、併せて「健康長寿サポーター養成講座」を実施します。受講後には、

「健康長寿サポーター応援ブック」を交付します。
申込み▶12月４日（水）午前９時から、電話で、健康増進課へ。

女性のこころとからだは、女性ホルモンの影響を受けます。健康で充実した日々を過ごすために
正しい知識とセルフケアを学びましょう。

健康セミナーに参加してみよう

女性の健康セミナー
自分らしく・美しく・こころとからだの変化に上手に付き合おう

親子２世代、３世代
での参加もお待ちし
ています。

託児
あり

たばことお酒に注意
たばこ（受動喫煙も同様）は女
性ホルモンの分泌が抑えられ、
月経不順や不妊の原因になった
り、胎児の発育にも悪影響を及
ぼしたりします。また、妊娠し
たらアルコールは控えましょう。
お酒は赤ちゃんの発育に影響し
ます。
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　年末は窓口などが大変混雑します。ご用がある場合は早めに済ませていただくよう、
ご協力をお願いします。

年末年始の施設の休業日
施　設　名 休業日・休館日 問　合　せ

市役所
12月28日㈯～令和７年１月５日㈰
※12月28日㈯と令和７年１月４日㈯の土曜開庁は、通常

どおり実施します。

職員課
☎788－4911

環境センター 12月29日㈰～令和７年１月５日㈰ 環境センター
☎728－1902

公民館
12月29日㈰～令和７年１月３日㈮
※令和７年３月29日㈯～４月４日㈮分の予約開始は、

１月４日㈯からです。

桶川公民館☎772－3888
東公民館☎728－7622
加納公民館☎728－1040
川田谷公民館☎786－4033

図書館

12月29日㈰～令和７年１月３日㈮
桶川駅・ベニバナウォーク・市役所の各ブックポストは、
12月28日㈯午後３時から令和７年１月４日㈯午前11時
までお休みです。
この期間中、資料の返却は各図書館併設のブックポスト
を利用してください。（CD、大型絵本、市外図書館から
の取り寄せ資料は図書館の開館日に、直接窓口へ）

中央図書館☎786－6353
桶川図書館☎771－0303
川田谷図書館☎786－8846
坂田図書館☎783－2150

歴史民俗資料館
12月27日㈮～令和７年１月６日㈪

歴史民俗資料館
☎786－4030

桶川飛行学校平和祈念館 桶川飛行学校平和祈念館
☎778－8512

サン・アリーナ
総合運動場

12月29日㈰～令和７年１月３日㈮
※令和７年３月29日㈯～31日㈪分の予約受付開始日は、

12月28日㈯からです。令和７年４月１日㈫～３日㈭
分の予約受付開始日は、令和７年１月４日㈯となります。

（公財）桶川市施設管理公社
☎787－5111

舎人スポーツ・パーク
新小針領家グラウンド

舎人スポーツ・パーク
☎728－7510

勤労福祉会館

12月29日㈰～令和７年１月３日㈮

勤労福祉会館
☎773－1122

老人福祉センター 老人福祉センター
☎728－1122

市民活動サポートセンター 市民活動サポートセンター
☎786－2400

市民ホール
さいたま文学館

市民ホール☎789－1113
さいたま文学館☎789－1515

べに花ふるさと館 べに花ふるさと館
☎729－1611

坂田コミュニティセンター 坂田コミュニティセンター
☎776－9106

上尾、桶川、伊奈衛生組合 12月28日㈯～令和７年１月５日㈰ 上尾、桶川、伊奈衛生組合
☎728－6071

年末年始の業務年末年始の業務のお知らせ

年末年始の
し尿の汲み取り

12月28日㈯から令和７年１月５日㈰までの期間は、し尿の汲み取りを行いません。
※ 年末年始の前に汲み取りが必要な家庭は、12月26日㈭までに、直接、市の委託業者で

ある青木清掃㈱（☎775－1551）へ。
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　年末は、大掃除などでごみが多く排出されます。また、ごみの収集日も年末年始による休みがあります
ので、お住まいの地区の「ごみ収集日程表」をよく確認して、ごみの出し間違いのないようにお願いします。
決められた日程とルールを守りましょう。

　 　12月は粗大ごみの訪宅回収を希望する人が多く、予約の状況により年内の収集ができない場合もあり
ます。あらかじめご了承ください。回収の予約は、電話（☎728－1902）で、環境センターへ。

粗大ごみの訪宅回収について

年末のごみの排出は、早めにお願いします
詳しくは 詩環境センター☎728－1902

燃やせるごみ 古着・新聞紙・雑誌・
段ボール・紙パック

紙製の容器と
包装紙 プラスチック 金属・ガラス・

乾電池 その他

高崎線東側 2・5・9・12・16・19・23・26・30 7・21 6・20 3・10・17・24 13・27 18
高崎線西側 3・6・10・13・17・20・24・27・31 14・28 2・16 5・12・19・26 9・23 11

12月のごみ収集日程表 ※ごみは朝8時までに出しましょう。 ※買い物はマイバッグを使用しましょう。
※レジ袋はごみ袋として使用できません。

環境センターへのごみの持ち込み受付について
受付時間▶平日（午前８時30分～11時45分、午後１時～４時）
　　　　　第２・４土曜日（午前８時30分～11時30分）※粗大ごみのみ
・持ち込みできるごみは、桶川市内で発生したごみ（一般

廃棄物）のみです。
・住所確認のために、免許証などの提示を求める場合があ

ります。

・平日は集積所に出せるごみの持ち込みもできますが、
持ち込まれるごみの全重量に対して手数料がかかり
ます。

※減免されるものや特別料金のものもあります。

詳しくは 秘書広報課 788‐4901

※利用にあたっては、「桶川市 LINEアカウント利用規約」に同意のうえ、「友だち」追加をしてください。
※利用するには、LINEアプリをインストールする必要があります。
※「友だち」追加は無料ですが、通信費用は利用者負担となります。
※桶川市の公式 LINEアカウントは、当面、情報発信専用として運用します。

桶川市公式 LINE友だち募集中 !
主な発信内容
・市政情報
・市が主催や共催するイベント
・桶川のプロモーション

基本情報
アカウント名 桶川市
登録 ID ＠okegawacity

　 　年末は、ごみの持ち込みで環境センターは大変混雑します。持ち込みする場合は、下記の混雑予想カ
レンダーを参考に、時間に余裕をもって来所してください。

年末は混雑が予想されます

※天候などにより、混雑状況は予想と変わる場合があります。

21日㈯ 22日㈰ 23日㈪ 24日㈫

休み 休み

25日㈬ 26日㈭ 27日㈮ 28日㈯ 29日㈰～31日㈫

粗大ごみ受付
年末休み

環境センター混雑予想カレンダー
年末（12月21日～31日）

大混雑 大混雑 大混雑

大混雑 大混雑

大大混雑

大混雑 大大混雑ごみの受け入れに、1時間
以上かかる場合があります。

別の日の搬入を
検討してください。

28日㈯【受付時間：午前８時
30分～11時30分】は、粗大
ごみに限り 持ち込みを受付し
ます。午後は受付しません。
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表①　一般会計歳入決算 表②　一般会計歳出決算

一般会計市税の状況区　　分 決算額（千円） 市民１人あたりの
決算額（円）

民 生 費 12,338,537 166,010
教 育 費 3,391,011 45,625
総 務 費 2,789,812 37,536
公 債 費 2,644,690 35,583
衛 生 費 2,435,795 32,773
土 木 費 1,944,531 26,163
消 防 費 1,017,927 13,696
商 工 費 289,011 3,888
議 会 費 218,292 2,937
農林水産業費 82,924 1,116
労 働 費 69,477 935
災害復旧費 7,227 97

合　 計 27,229,234 366,359

　
市
で
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
の
使
わ
れ
方
を

お
知
ら
せ
す
る
た
め
に
、
財
政
状
況
を
公
表
し
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
令
和
５
年
度
決
算
の
概
要
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、平
成
28
年
度
決
算
か
ら「
統
一
的
な
基
準
」

に
基
づ
き
、財
務
書
類
を
作
成
し
公
表
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
詩
財
政
課
☎
788
―
４
９
０
５

区 分 決算額（千円）

市 税 10,741,811
国 庫 支 出 金 5,442,983
地 方 交 付 税 3,740,213
市 債 2,102,621
県 支 出 金 1,823,611
地 方 消 費 税 交 付 金 1,676,808
諸 収 入 576,288
繰 入 金 538,250
繰 越 金 394,934
使 用 料 及 び 手 数 料 250,685
地 方 譲 与 税 188,562
分 担 金 及 び 負 担 金 153,073
法 人 事 業 税 交 付 金 117,098
地 方 特 例 交 付 金 86,089
株式等譲渡所得割交付金 79,399
配 当 割 交 付 金 68,295
寄 附 金 52,480
財 産 収 入 38,479
環 境 性 能 割 交 付 金 34,202
交通安全対策特別交付金 7,931
利 子 割 交 付 金 3,740

合　　　計 28,117,552

●都市計画税は、都市計画事業などの費用に充てることを目的とした市税で、市街化区域
内の土地・家屋に対して課税されています。

　令和５年度は、市内で実施されている都市公園整備事業、公共下水道整備事業などに使
われました。

●地方消費税交付金のうち消費税率の引き上げ分は、地方税法の規定に基づき、社会保
障施策経費に使われました。

　

令
和
５
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
当

初
予
算
で
歳
入
歳
出
と
も
264
億
６
，２
０

０
万
円
を
計
上
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
10

回
の
補
正
を
行
い
、
最
終
予
算
額
は
280

億
３
，２
９
６
万
８
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
か
ら
継
続
し
て
い
る
事
業
費

が
４
億
８
，０
５
５
万
３
千
円
あ
り
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
を
加
え
る
と
、
最
終
的
に

285
億
１
，３
５
２
万
１
千
円
の
予
算
現
額

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
予
算
に
対
す
る
決
算
額
は
、
歳
入

281
億
１
，７
５
５
万
２
千
円
、
歳
出
272
億
２
，

９
２
３
万
４
千
円
で
、
差
し
引
き
８
億
８
，

８
３
１
万
８
千
円
の
形
式
収
支
と
な
り
、

こ
の
う
ち
令
和
６
年
度
へ
継
続
事
業
分
と

し
て
繰
り
越
し
た
財
源
４
，６
３
５
万
９

千
円
を
差
し
引
き
、
８
億
４
，１
９
５
万

９
千
円
の
実
質
収
支
と
な
り
ま
し
た
。

《
令
和
５
年
度
決
算
の
概
要
》

内
訳
は
、
表
①
の
と
お
り
で
す
。

歳
入
の
ト
ッ
プ
は
市
税
で
、
歳

入
全
体
の
38
・
２
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

以
下
、
国
庫
支
出
金
（
国
が
使
い
み
ち
を

特
定
し
て
市
に
交
付
す
る
補
助
金
な
ど
）、

地
方
交
付
税
（
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
、

消
費
税
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
一
定
割
合
を
国

が
交
付
）、
市
債
（
あ
る
仕
事
を
す
る
た

め
に
市
町
村
が
す
る
借
金
で
、
返
済
が
複

数
年
度
の
も
の
）、
県
支
出
金
（
県
が
使

い
み
ち
を
特
定
し
て
市
に
交
付
す
る
補
助

金
な
ど
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

内
訳
は
、
表
②
の
と
お
り
で
す
。

歳
出
の
ト
ッ
プ
は
民
生
費
（
社

会
福
祉
や
児
童
福
祉
な
ど
に
関
す
る
経

費
）、
次
い
で
教
育
費
（
学
校
や
図
書
館

な
ど
の
経
費
）、
総
務
費
（
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
市
民
安
全
対
策
な
ど
に
関
す
る

経
費
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
入

歳
出

一
般
会
計
　

市　税

10,741,811千円

市民税 固定資産税

4,921,214千円 4,431,902千円

軽自動車税 市たばこ税

181,678千円 431,530千円

都市計画税

775,487千円

令和5年度
決算

財務書類
について
詳しくは
市HP▶
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区　　　分 予算現額 歳　入 歳　出 歳入歳出差引
特
別
会
計

国民健康保険特別会計 7,331,247 6,752,442 6,689,065 63,377
介 護 保 険 特 別 会 計 6,651,163 6,713,512 6,483,601 229,911
後期高齢者医療特別会計 1,332,331 1,261,301 1,261,301 0

合　　　計 15,314,741 14,727,255 14,433,967 293,288

公共下水道事業会計 収入総額 支出総額
収益的収入及び支出 1,611,200 1,573,537
資本的収入及び支出 619,928 811,177

 （単位：千円）
　

国
民
健
康
保
険
や
公
共
下
水
道
事
業
な

ど
特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
、
一
般
会
計

と
区
分
し
て
計
上
さ
れ
る
特
別
会
計
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
会
計
別
の
決
算
状
況
は
、

表
③
の
と
お
り
で
す
。

1. 健全化判断比率
区　分 桶　川　市 ⑥早期健全化基準 ⑦財政再生基準

①実 質 赤 字 比 率 ― 12.73％ 20.0％
②連結実質赤字比率 ― 17.73％ 30.0％
③実質公債費比率 5.5％  25. 0％ 35.0％
④将 来 負 担 比 率 25.1％ 350. 0％
2. 資金不足比率（公営企業会計）

区　分 会　計　名 桶　川　市 ⑧経営健全化基準

⑤資 金 不 足 比 率 公共下水道事業
会 計 － 20.0％

　「地方公共団体の財政の健
全化に関する法律」により、
令和５年度決算に基づき算定
された財政の健全化判断比率
および資金不足比率について
は、表のとおりです。
※実質赤字比率、連結実質赤字比率、
資金不足比率は、赤字額や資金不
足額が生じない場合は数値ではな
く、「－」で表示されます。

財政の健全化判断比率および資金不足比率を公表します

①実質赤字比率
　一般会計（主に税金を活用して行う福祉、道路、教育などの
事業）における赤字の大きさを示しています。黒字の場合は、
「―」で表示します。
②連結実質赤字比率
　市全体の赤字の大きさを示しています。黒字の場合は、「―」
で表示します。市全体の財政状況を判断することが出来ます。
③実質公債費比率
　市全体の借入金などの今年の返済額の大きさを示しています。
家計に例えると、収入のうち借金の返済にどの程度充ててい
るかを表すものです。
④将来負担比率
　借入金の残高など今後支払わなければならないものの大きさ
を示しています。家計に例えると、借金などの負債が標準的
な年収の何年分あるのかを表しています。

⑤資金不足比率
　公営企業（桶川市は、公共下水道事業会計が該当します）
の資金不足額の事業規模に対する比率です。資金不足がな
い場合は、「―」で表示します。

⑥早期健全化基準
　財政状態として注意が必要な基準。健全化判断比率の１つ
でも早期健全化基準を上回ると、議会の議決を経て財政健
全化計画の策定が義務付けられます。

⑦財政再生基準
　市としての再生が必要な基準。財政再生基準を上回ると、
議会の議決を経て財政再生計画の策定が義務付けられます。

⑧経営健全化基準
　早期健全化基準に相当するもので、公営企業の資金不足比
率がこの基準を上回ると、経営健全化計画の策定が義務付
けられます。

用
語
の
説
明

特
別
会
計
な
ど

表③　特別会計などの歳入歳出決算

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額191,249千円は、当年度分損益勘定留保資金など
で補てんしました。

区 分 土地（㎡） 建物（㎡）

庁 舎 5,167.85 9,543.18

その他の 
公用財産

消 防 施 設 1,502.91 640.15
その他の施設 19,433.96 5,671.52

公共用財産
学 校 251,357.60 78,881.38
公 園 262,892.45 701.39
その他の施設 230,819.44 46,426.28

普 通 財 産 148,038.21 1,276.41
合 計 919,212.42 143,140.31

（令和６年３月31日現在）

臨時財政対策債臨時財政対策債
115億2,374万2千円115億2,374万2千円

（39.2％）（39.2％）

土木債土木債
44億980万４千円44億980万４千円

（15.0％）（15.0％）

公共下水道事業会計債公共下水道事業会計債
51億8,668万２千円51億8,668万２千円

（17.6％）（17.6％）

教育債
33億6,850万

7千円（11.5％）

その他
15億3,715万
4千円（5.2％）

総務債総務債
33億8,794万円33億8,794万円

（11.5％）（11.5％）

（令和６年３月31日現在）総額 294億1,382万9千円

地方債（未償還元金）現在高 公 有 財 産
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会 計 名 予算現額（千円） 収入済額（千円） 収入率（％） 支出済額（千円） 執行率（％）
国民健康保険特別会計 7,118,943 2,876,861 40.4 3,258,920 45.8
介 護 保 険 特 別 会 計 7,076,611 2,916,532 41.2 2,855,724 40.4
後期高齢者医療特別会計 1,396,803 437,294 31.3 416,606 29.8
公共下水道事業会計※ 1,718,824 557,390 32.4 499,998 29.1

合　　　　　計 17,311,181 6,788,077 39.2 7,031,248 40.6

　
令
和
６
年
度
上
半
期
（
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
９
月
30

日
ま
で
）の
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
上
半
期
に
は
、
道
の
駅
推
進
事
業
や
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
購
入
補
助
事
業
な
ど
様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
詩
財
政
課
☎
788
―
４
９
０
５

令和６年度上半期　一般会計歳入歳出状況

区　　　　分 予算現額（千円） 上半期収入済額（千円） 収入率（％）
市 税 10,355,173 4,947,841 47.8
地 方 譲 与 税 185,000 52,381 28.3
利 子 割 交 付 金 2,000 2,762 138.1
配 当 割 交 付 金 64,000 15,610 24.4
株式等譲渡所得割交付金 76,000 0 0.0
法 人 事 業 税 交 付 金 110,000 66,453 60.4
地 方 消 費 税 交 付 金 1,680,000 971,886 57.9
環 境 性 能 割 交 付 金 30,000 12,127 40.4
地 方 特 例 交 付 金 428,608 428,608 100.0
地 方 交 付 税 3,851,192 2,715,076 70.5
交通安全対策特別交付金 9,413 3,931 41.8
分 担 金 及 び 負 担 金 143,234 84,441 59.0
使 用 料 及 び 手 数 料 251,500 132,355 52.6
国 庫 支 出 金 5,438,479 2,022,170 37.2
県 支 出 金 1,890,162 228,765 12.1
財 産 収 入 36,585 18,259 49.9
寄 附 金 74,836 35,566 47.5
繰 入 金 766,450 32,014 4.2
繰 越 金 467,338 467,338 100.0
諸 収 入 858,137 142,460 16.6
市 債 3,385,264 0 0.0

合　　　　　計 30,103,371 12,380,043 41.1

歳　入

区　　　　分 予算現額（千円） 上半期支出済額（千円） 執行率（％）
議 会 費 224,501 112,384 50.1
総 務 費 2,957,906 1,205,921 40.8
民 生 費 13,687,606 4,778,337 34.9
衛 生 費 2,521,559 900,500 35.7
労 働 費 70,513 59,786 84.8
農 林 水 産 業 費 82,616 34,236 41.4
商 工 費 1,391,489 558,648 40.1
土 木 費 2,557,632 884,672 34.6
消 防 費 1,059,293 620,367 58.6
教 育 費 2,956,493 1,208,134 40.9
災 害 復 旧 費 2,616 1,860 71.1
公 債 費 2,566,484 1,188,888 46.3
諸 支 出 金 1 0 0.0
予 備 費 24,662 0 0.0

合　　　　　計 30,103,371 11,553,733 38.4

歳　出

令和６年度　特別会計などの歳入歳出状況

令和
6年度

上
半
期
の

予
算
執
行
状
況

※公共下水道事業会計については、現金支出を伴わないものを除いています。
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